
と　　き　７月５日（日）小雨決行　　予備日 ７月12日（日）

　　　　　午前５時　美野里公民館前出発（午前４時40分集合）

　　　　　※生涯学習センターコスモス……午前４時20分出発（午前４時00分集合）

　　　　　※小川文化センター……………午前４時30分出発（午前４時10分集合）

　　　　　　その後、一度美野里公民館に集合します。

と こ ろ　神奈川県足柄下郡箱根町　箱根ハイキングコース

　　　　　駒ケ岳ロープウェイ～駒ケ岳山頂～大涌谷（約３km）

　　　　　※天候に恵まれれば、駒ケ岳山頂から、北に富士山、南に相模湾を望むことができます。

　　　　　　ゴールは、大涌谷の噴煙地です。

募集人員　160名

　　　　　※道幅が狭く、全体を通してアップダウンが多いので、健康に自信のある方を募集します。

参 加 料　3,000円　※説明会のときにお預かりします。

申込方法　６月12日（金）～21日（日）の午前９時～午後８時までに最寄りの公民館（小川公民館、美野

　　　　　里公民館、玉里公民館）へお申込みください。１人２名まで申込めます。

　　　　　※お子さまの参加は小学校高学年以上とさせていただきます。

　　　　　※電話・ファックス・メールでの受付はしませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　※定員を超えた場合は抽選を行います。

　　　　　　　【各公民館の受付曜日】

　　　　　　　　小川公民館……毎日

　　　　　　　　美野里公民館…毎日（ただし、水曜日・祝日は休館）

　　　　　　　　玉里公民館……毎日（ただし、月曜日・祝日は休館）

抽選日および説明会

　　　　　６月26日（金）午後７時30分から

　　　　　小川文化センター　小ホール

　　　　　❀本年度、自然観察教室は今回のみの実施となります。

自　然　観　察　の　旅
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2 お知らせ版　平成 21年 5月 28日

児童扶養手当 特別児童扶養手当

◆週１回の教室でお仲間との愉快な会話と学習を楽しみます。
◆教室のない日も毎日10分程度でできる自宅トレーニング教材をお渡しします。
◆ラクラクできる「脳のトレーニング」教材を使用しますので、楽しみながら行えます。
◆「人前で発表」「むずかしい問題を学習」…という学習方法ではありません。

いくつになっても若々しく元気で毎日を過ごしたい。
…とお考えの65歳以上シニアのためのハツラツ教室です。

「脳の健康教室」はこんな教室です

□人の名前が出てこない。

□会話の中で「あれ」「それ」の指示語を使うことが多くなった。

□冷蔵庫の前まできて「何を取りにきたんだっけ…」ということがよくある。

□昨日の夕食に何を食べたのか思い出せない。

　週１回、30分程度の学習に参加していただきます。（旅行や病気の時などはお休みできます。）
　この教室で行う学習は、物忘れを予防することに効果があるとされている読み書き・計算で脳のト
レーニングを行います。

対　　象　65歳以上の方（定員30人）
　　　　　昨年の最高年齢参加者は、86歳の方でした。
期　　間　７月から12月まで
　　　　　毎週水曜日（午前10時～12時）
費　　用　500円（１カ月分）
　　　　　※費用は、週１回の教室学習と毎日自宅でできる教材費の一部です。
                 　その他、初回に安全保険加入代金として1,000円程度かかります。
会　　場　旧小川幼稚園
そ の 他　会場までの送迎を希望される方は、お申込時にご相談ください。     
申込締切　6月25日（木）

【申込み・問い合わせ】

　小美玉市地域包括支援センター（小美玉市福祉事務所介護福祉課内）

　☎５８－１２８２（直通）　☎４８－１１１１　内線3113・3114　  担当：岡村、川島、長島

教室についてのお知らせ教室についてのお知らせ教室についてのお知らせ教室についてのお知らせ
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社会福祉課（玉里総合支所内） 子育て支援室　☎４８－１１１１　内線3227（児童扶養手当）
　　　　　　　　　　　　　障がい福祉係　☎４８－１１１１　内線3122（特別児童扶養手当）

【問い合わせ】

※上記の手当を受けるには、請求の手続きを行うことが必要です。

【認定を受けている方へのお知らせ】 
　現在この手当を認定されている方は、8月中に現況届（児童扶養手当受給者）または所得状況届
（特別児童扶養手当受給者）を提出していただきます。現況届（所得状況届）の用紙は、8月上旬ごろ
郵送でお手元にお届けします。

父親と生計をともにしていない児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、次のいず
　れかにあてはまる児童を養育している母親、また
　は母親に代わって児童を養育している方。
　　老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除か
　れます。

　※ここでの「児童」は、18歳以下の子どもを指しま
　　す（18歳に達する日以後最初の3月31日まで）。
　　ただし身体や精神に障害のある場合は、20歳
　　未満まで手当てが受けられます。

■手当の額
　1人のとき　月額　41,720円（Ｈ21年4月現在）
　2人のとき　月額　46,720円（Ｈ21年4月現在）
　3人以上のとき1人につき月額3,000円を加算　 
　※受給者および同居している方の所得により減額
　　または停止される場合があります。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
ご存じですか？

児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当 特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当

　•父親が婚姻を解消している

　•父親が死亡している

　•父親が一定障がいの状態にある

　•父親が生死不明の状態

　•父親が引き続き1年以上遺棄している

　•父親が引き続き1年以上拘置されている

　•母親が婚姻によらず出産した

障がいのある児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、20歳未 
　満で次のいずれかにあてはまる児童を養っている
　父親または母親、または父母に代わって児童を養
　育している方。

　※児童が障がいによる公的年金を受けることがで 
　　きるとき、施設などに入所しているときなどは、 
　　手当を受けることができません。

■手当の額
　特別児童扶養手当1級
　1人につき　月額　50,750円（Ｈ21年4月現在）
　特別児童扶養手当2級
　1人につき　月額　33,800円（Ｈ21年4月現在）
　※受給者または同居している方の所得が一定以
　　上になると、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当1級～重度の障がい～
•身体障がいおおむね1級または2級程度
•養育手帳の判定がⒶまたはＡ程度の知的障
　がいまたは同程度の精神障がい 
特別児童扶養手当2級～中度の障がい～
•身体障がいがおおむね3級程度
•療養手帳の判定がＢ程度の知的障がいまた
　は同程度の精神障がい

教室についてのお知らせ教室についてのお知らせ教室についてのお知らせ
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　現在、児童手当を受給している方に、6月中旬に「現況届」の用紙を送付します。これは、受給者の前年の所
得、扶養の状況など必要事項を確認するための届けです。受給の資格があっても6月30日までに現況届を提
出せず、手続きをしなかった場合には、6月分からの児童手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出し
てください。
　※今年の１月１日に小美玉市に住民登録のなかった方は、今年の１月１日現在居住していた市町村の発行する児童手当用所得
　　証明書（平成20年中の内容）が必要です。
　※前年所得要件に該当せず、手当てが受けられなかった方も、該当する場合がありますのでお問い合わせください。

〈児童手当とは〉
　12歳到達後の最初の３月31日までの間にある児童（小学校修了前の児童）を養育している方に支給されま
す。ただし、前年（1月から5月までの月分の手当てについては前々年）の所得が一定額以上の場合には、児童手当
は支給されません。また、手当ては申請がないと支給されません。申請の翌月分から支給開始となります。
　　３歳未満…対象児童すべて一律月額10,000円
　　３歳以降…第１子　5,000円　　第２子　5,000円　　第３子　10,000円

社会福祉課 子育て支援室　☎４８－１１１１　内線3226・3227【問い合わせ】

児童手当の「現況届」提出は６月３０日まで児童手当の「現況届」提出は６月３０日まで

　平成21年4月1日から、茨城県道路交通法施行細則の一部改正により駐車禁止除外規定が見直され、身体
障がい者の方に関しては標章交付対象の等級等が変更になりました。
　以前は、身体障がい者手帳の「３級の１以上」でなければ交付が認められていない「駐車禁止除外指定車標
章」の対象が、より障がいの軽い「４級以上」となりました。医師の診断書で歩行が困難であることが証明さ
れれば、心臓機能障がい４級や視覚障がい４級の２なども対象となります。

＊上記等の対象等級に準ずる障がいを有している歩行困難な方については、医師の診断により対象となる
　場合もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】
　石岡警察署交通課　☎28－0110
　茨城県警察本部交通部交通規制課都市交通対策係　☎029－301－0110　内線5181～5183

障がい4級の方も
「駐車禁止除外指定車標章」

の対象となりました

対象範囲を見直したもの改正点

障がい区分 改正前 改正後

下肢不自由

移動機能障がい

１級から３級の１まで

１級から２級まで

１級から４級まで

１級から４級まで
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児童手当の「現況届」提出は６月３０日まで

　医療福祉費制度は医療費の一部負担を公費で助成する制度です。
　一人親家庭および障がい者の医療福祉費受給者証の有効期限は毎年６月30日までとなっています。
　該当となる方には新しい受給者証を送付しますので、７月１日からご使用ください。
　なお、高齢障がい者の住所地特例制度を受けていた方については、現住所地での交付となりますので手
続きが必要です。

　先に実施された「小美玉市民の日記念式典」において、市民119名の参加協力により完成した「小美玉市
の全形パズル」を下記の日程で展示します。
　ぜひ一度ご覧ください。

　茨城県医療福祉要綱が改正され７月１日から、妊産婦医療費助成制度の給付内容が見直され、妊娠の継
続と安全な出産のために治療が必要となる疾病に限定してマル福が適用されます。
（例：妊娠高血圧症候群・前期破水・妊娠に合併した糖尿病・乳腺炎等）
　対象疾患等その他詳細についてはお問い合わせください。
　なお、６月30日までに妊産婦マル福の資格を取得した人は、これまでどおり疾病の制限なく助成が受けら
れます。

【問い合わせ】
　小美玉市役所　医療保険課　医療福祉係　☎４８－１１１１　内線1106
　小川総合支所　総合窓口課　　　　　　　☎４８－１１１１　内線2102
　玉里総合支所　総合窓口課　　　　　　　☎４８－１１１１　内線3104

マル福医療福祉費受給者証が
新しくなります

妊産婦マル福制度が変わります

※参加者の様子を記録した写真アルバムもあわせてご覧ください。

１
2
3
4
5
6

期　　　間 場　　　所
６月２日～　　14日
６月16日～　　28日
６月30日～７月12日
７月14日～　　26日
７月28日～８月９日
８月11日～　　23日

小川文化センター
小美玉市役所小川総合支所ロビー
小美玉市役所玉里総合支所ロビー
生涯学習センターコスモス
四季文化館（みの～れ）
小美玉市役所ロビー

秘書広聴課　秘書係　☎４８－１１１１　内線1211【問い合わせ】
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◎特別徴収（年金天引き）の平準化について
　平成20年度から引き続き平成21年度介護保険料を特別徴収（年金天引き）されている方は、
介護保険料額の平準化のため６月・８月の天引き額が変更になります。これに伴い平成21年度
介護保険料仮徴収額通知書（はがき）を６月上旬に送付します。《後半の天引き額をお知らせす
る通知書（はがき）は９月下旬に送付します。》

　これまで、保険料が特別徴収（年金天引き）される時に、
年度の前半と後半で保険料の額に大きな差が出てきてし
まうことがありました。これは、以前の介護保険法では、
仮徴収額は前年度２月期と同額を天引きすることになっ
ていたからです。しかし法の改正（平成18年度）により仮
徴収額の増額・減額の調整ができるようになりました。そ
こで、１年間を通じて保険料額ができるだけ均等になる
ように６月と８月の徴収額を変更します。保険料段階に
変更がなければ、平成21年10月以降に天引きされる保険
料額の差が緩和されます。これを「平準化」といいます。

「仮徴収」「本徴収」とは？

介護保険料の「平準化」とは？

仮　４月
徴　６月
収　８月

本 10月
徴 12月
収　２月

～65歳以上の方の皆さまへ～

介護保険料特別徴収（年金天引き）の
仮徴収額を平準化します。

　保険料は、前年の所得などに応じて決まりますが、決定するまでの
前半（４月、６月、８月）は、前年度の２月の天引き額をもとに計算し
た額を仮に納めていただきます。

　前年の所得などに応じて年間の保険料が決定し、仮徴収で納めて
いただいた額を差し引いた残りの額を後半（10月、12月、２月）で納
めていただきます。

へ　い　　じ ゅ ん　　  か

変更
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介護福祉課　介護保険係　☎４８－１１１１　内線3117【問い合わせ】

【参考例】　所得段階が基準値（第４段階）の場合　※所得段階４段階の方がすべて当てはまるとは限りません。

介護保険のQ＆A

◆もしご不明な点がありましたらご連絡ください。

日ごろ、ご質問の多かった内容についてまとめました。参考にしてください。

Q．いつから介護保険料を納めるの？
　　A．第１号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳になった月（誕生日の前日が
　属する月）分からです。65歳になった月の次期納付月に市から納入通知書を送付します。
　（ただし、誕生日が４月２日から８月１日の方は所得が確定した後、８月中旬に本算定
　《第３期～第６期》納付書を送付します。）

Q．国民健康保険に加入しているが、６５歳になって介護保険料の納入通知書が送
　付されてきた。国民健康保険でも、介護分として納めているのに、二重納付にな
　るのでは？
　　A．40歳から64歳までの方（第２号被保険者）は、加入している医療保険の保険料（税）
　とあわせて介護保険料を納付しますが、納付するのは65歳になる前月分までです。市か
　ら送付した介護保険料納入通知書で納めていただくのは65歳になった月分からですの
　で、二重納付にはなりません。

Q．夫婦で同じ段階の保険料なのに、年金からの天引きされる金額が違うのはなぜ？
　　A．保険料段階が同じであっても、前年度の保険料段階が異なるなどの理由により各年
　金支給月の保険料額（天引き額）が違ってくることがありますが、年額の保険料は同じで
　す。（４月から翌年２月までの天引き額の合計は同じになります。）

仮 徴 収

平成２０年度

平成２１年度

本 徴 収

※100円未満の端数は、10月にまとめます。

平準化しないと

平準化すると 44,400円

44,400円

39,100円

保険料の改正により年額が違います。

保険料合計

7,600円 7,600円7,700円

8,300円 8,300円 8,300円

7,500円7,500円6,500円

6,500円

6,800円 6,400円 6,400円

6,500円

6,500円 6,500円 6,500円

6,500円

12月 ２月10月８月６月
変更変更

４月

12月 ２月10月８月６月４月

12月 ２月10月８月６月４月

2月の天引き額が引き継がれます。
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　廃棄物（ごみ）の野外焼却（野焼き）は、一部の例外を除き法律で禁止されています。
　野外焼却は、煙、すす、悪臭等により付近の住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン類などの
有害物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因ともなりますので、
絶対に行わないでください。

　法律で定められた基準を満たした焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する行為をいいます。具体的には、ドラム
缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板等で囲って焼却、地面に穴を掘って焼却することなどが挙げられます。

■野外焼却（野焼き）とは

　次の焼却基準を満たしていない焼却炉での野外焼却はできません。家庭用の焼却炉のほとんどは、この焼却基準を
満たしていませんので使用をしないようにお願いします。

○焼却炉の構造基準
　❶燃焼ガス（空気取入口および煙突先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく燃焼室において発生する
　　ガス）の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できること。

　❷焼却に必要な量の空気の通風が行われること（空気供給装置等）。

　❸廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に
　　投入することができること（二重扉方式等）。

　❹燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置（温度計）が設けられていること。

　❺燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置（バーナー等）が設けられていること。

○焼却炉による焼却方法

　❶煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

　❷煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること。

　❸煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。

■焼却炉による焼却基準

　次の例外とされる行為であっても、生活環境への影響があり、近隣の住民から苦情等が出た場合は、焼却の中止など
の行政指導の対象になります。

❶国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
　【例：河川管理者による河川敷の草木の焼却、道路管理者による道路側の草の焼却など】

❷震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。
　【例：災害時における木くずの焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など（廃タイヤ等の焼却はできません）】

❸風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
　【例：地域の行事における門松、しめ縄等の焼却など】

❹農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
　【例：農業者が行う害虫駆除のための稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、漁業者が行う魚網に付着
　　　  した海産物の焼却など（廃プラスチック、廃ビニール等の焼却はできません）】

❺たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
　【例：たき火、キャンプファイヤーなど（家庭から出る生活ごみの焼却はできません）】

■野外焼却禁止の例外

７月１日からレジ袋の無料配布が
中止になります

７月１日からレジ袋の無料配布が
中止になります
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注）前記の基準を満たす焼却炉であって、火床面積が0.5㎡以上または焼却能力が1時間あたり50㎏以上となる場
　  合は、ダイオキシン類の測定や設置許可等が必要になりますので、焼却炉の改造や新規設置をする場合は、必
　  ず事前に県の窓口へお問い合わせください。

　焼却禁止の例外に該当する場合で、火災と紛らわしい誤解を受けるような場合には、消防署への届出をしてく　
ださい。

■揚煙の届出

　廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、５年以下の懲役若しくは1,000万円以下（法人の場合は１億円以下）の罰
金に処せられ、またはその両方が科せられます。

■罰則について

　付近で「煙たくて窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「灰が飛んできて汚れる」などの被害にあった
場合、違法な野外焼却を発見した場合はご連絡ください。
　また、悪質とされる行為（常習犯や組織的なものなど）については警察への通報が必要になることがあります。

　茨城県全域を対象とした、レジ袋有料化（無料配布の中止）の協定締結式が３月27日に開かれ、県知事、事業
者、消費者団体などが協定を結びました。
　これにより、平成21年７月１日から、県内スーパーマーケット各社でレジ袋の無料配布が中止となります。こ
の取り組みに参加していただいた事業者は27社で、県下全域を対象として実施されます。
　ごみの減量化、地球温暖化防止のため、皆さまのご理解ご協力をお願いします。

■取り組みに参加していただいている事業者（平成21年４月１日現在）
　イオンリテール㈱ イズミヤ㈱   いばらきコープ生活協同組合
　㈱エーコープ関東 ㈲Aコープサービス茨城ひたち ㈱エコス
　㈱オオタ  ㈱カスミ   ㈱かわねや  
　㈱キダストアー ㈱サンユーストアー  ㈱ジャパンミート
　㈱スーパーマルモ ㈱セイブ   ㈱セイミヤ
　㈱タイヨー  つくば商業開発㈱  ㈱トライアルカンパニー
　㈱とりせん  ㈱ベイシア   ㈱マスダ
　㈱マルト  マル平ストア㈱   ユニー㈱
　㈱ヨークベニマル ㈱黒田青果   水戸ステーション開発㈱

■野外焼却の苦情については

７月１日からレジ袋の無料配布が
中止になります

７月１日からレジ袋の無料配布が
中止になります

７月１日からレジ袋の無料配布が
中止になります

環境課　☎４８－１１１１　内線1144・1145【問い合わせ】

【苦情・問い合わせ先】　環境課　☎ 48－1111
　　　　　　　　　　　休日・夜間で緊急の場合は、小美玉市消防本部　☎58－4541

※一部の地域や店舗を除きます。
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65歳以上の年金受給者で、
住民税を納税されている方に
お知らせです。

　現在、年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年に４回、役所や金融機関などに出向き、
住民税を納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引
き落とし、市へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれます。

　住民税の年金からの引き落とし（特別徴収制度）の導入は、納税方法を変更するもので
あり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

住民税の年金からの

引き落としが始まりま
す。

平成21年10月から

〈特別徴収制度〉
〈特別徴収制度〉と

は、年金保険者が
住

民税を年金から引
き落として小美玉

市へ

直接納入することで
す。

住民税の年金からの引き落とし制度へのご理解をよろしくお願いします。

新たな税負担が生じるものではありません。

これまで

平成21年
10月から

年金保険者
（社会保険庁など）

年金保険者（社会保険庁など）

年金受給者

年金受給者

年金の
支給

住民税
納付

小美玉市へ
直接納入

年金の支給

住民税額を
引いた年金額 住民税

小
美
玉
市

小
美
玉
市

金融機関などの窓口

　　　　　役所の窓
口
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　65歳以上の方の年金所得に係わる住民税の納税方法が変わります。
　この制度の対象となるのは、「４月１日現在65歳以上の年金受給者で、
前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。
　ただし、以下の方については、対象となりません。

４月１日現在65歳以上の年金受給者のうち
住民税の納税義務のある方が対象です。

　引き落としの開始は、平成21年10月支給
分の年金からとなります。そのため、平成21
年度の住民税額のうち半分については、平
成21年６月と８月に、これまでどおり納付書
で納めていただくことになります。

平成21年10月付支給分の年金から引き落としが始まります。

◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
◆引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

引き落としの
対象となる年金とは…

引き落とされる
住民税額は…

引き落としが
中止となる場合は…

月

税　　額

算出方法

６月

1万5千円

1/4

８月

1万5千円

1/4

10月

1万5千円

1/4

１月

1万5千円

1/4

納付書で納める（普通徴収）

月

税　額

算出方法

６月

1万5千円

1/4

８月

1万5千円

1/4

10月

1万円

1/6

12月

1万円

1/6

2月

1万円

1/6

納付書で納める（普通徴収） 年金から引き落とし（特別徴収）

月

税　額

算出方法

４月

1万円

６月

1万円

８月

1万円

10月

1万円

12月

1万円

２月

1万円

年金から引き落とし（特別徴収）

前年度２月と同じ額 22年度の年税額の残りの1/3ずつ

年税額の１/4ずつ納付書で納めていただいていました。

（例）住民税の年税額が
　　６万円（年金所得のみ）の場合

※市・県民税を「住民税」、公的年金を「年金」と表現しています。

【問い合わせ】　税務課　市民税係　☎４８－１１１１　内線1124・1123

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言い
ます。障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落
としはされません。

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与
所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与から
の引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した
場合は、引き落としが中止となり、普通徴収（納付書により役所や金融機関など
で納める方法）により納めていただくことになります。

６月と８月は年税額の1/4ずつこれまでどおり納付書で
納めていただきます。10月・12月・２月は年税額の1/6ず
つを引き落とします。

４月・６月・８月は、前年度の２月の税額と同額を引き落
とします。10月・12月・２月は、年税額から４月・６月・８
月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

これまでの納め方
・・・・

平成21年度の納め方
・・・・・

平成22年度以降の納め方
・・・・・・・
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◆家庭や個人でできる新型インフルエンザ対策は？
　　●「新型インフルエンザ」に対する正しい知識を身につけましょう。
　　　　新型インフルエンザは、通常のインフルエンザと同じように、飛まつ感染（くしゃみ・せき等）
　　　や接触感染（ウイルスが付着した手で自分の目・口・鼻などを触ることでの感染）によって感
　　　染が拡大するといわれています。

◆今、準備しておくことは？
　●感染を防ぐためには不要不急の外出をしないことが原則ですので、最低限（２週間程度）の食料
　　品・日用品等を備蓄しましょう。
　●茨城県や小美玉市から発信される情報に注意し、冷静な行動をとりましょう。

◆もし、発熱など、気になる症状がある場合は？
　　＊直接病院へ行かないでください!!
　　　必ず下記（発熱電話相談センター）へ電話してから指示された病院へ!
　（病院内で感染が広がることを予防するため、直接、かかりつけ医院で受診せず、必ず電話してから指
　示された病院で受診してください。）

〈新型インフルエンザに関するお問い合わせは〉
　■県庁の専用電話相談窓口　☎029－301－4001（24時間体制）
　■四季健康館（健康増進課）　☎48－0221（午前８時30分～午後５時30分）

新型インフルエンザの対応について

◆予 防 策 ◆
❶いつもマスクを忘れずに!
　人ごみならどこでも感染の危険性があることを前提に、マスクをつけましょう。

❷外から帰ったら、うがい・手洗いをする
　ウイルスは目や手を介して感染します。外から戻ったときは、丁寧に手洗いやうがいをしましょう。

❸咳エチケットを守りましょう
〈咳エチケットとは…〉
　●咳やくしゃみをするときは、ティッシュで口と鼻をおおいましょう。
　●使用したティッシュは、袋などに入れて、ふた付ゴミ箱に捨てましょう。
　●咳などの症状がある場合、人がいるところでは、マスクをしましょう。
　●料理・食事前やトイレ・外出後はもちろん、咳やくしゃみをした後は、よく手を洗いましょう。

　メキシコなどで流行が始まった「新型インフルエンザ」は、世界中で広がりを見せ、ついに
日本においても患者が発生し、現在では感染者数が拡大している状況です。
　市民の皆さん一人ひとりが正しい知識を持ち、準備を行い、冷静に対応していただくことが
重要です。

発熱電話相談センター（水戸保健所内）

☎ （午前９時～午後５時）
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　小美玉市では地震に強い、安全で安心なまちづくりを推進するため、一定の条件を満たす戸建木造住宅を対
象に、茨城県木造住宅耐震診断士を派遣する『小美玉市木造住宅耐震診断士派遣事業』を実施します。

対象となる木造住宅の要件
　①一戸建て住宅または併用住宅（住宅部分の床面積が過半のもの）
　②昭和56年５月31日以前に着工された住宅
　③在来軸組工法、枠組壁工法による木造２階建て以下の住宅
　④延べ面積が30㎡以上の住宅

対象となる方　①対象住宅を所有し、かつ居住している方　②市税の滞納がない方
申 込 方 法　都市整備課および各総合支所の窓口に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、建築確認時
　　　　　　　の資料を添えてお申込みください。なお、建築年によっては、建築確認を必要としない方もおりま
　　　　　　　すので、詳しくはお問い合わせください。
申込に必要な費用　自己負担金として2,000円を診断前にお支払いいただきます。
申 込 期 限　７月31日（金）　本年度は、先着順で50戸を予定しています。
※市役所を名乗って突然お宅に訪問したり、住人の危機感をあおって、不必要な耐震診断や耐震改修を迫る業
　者には十分ご注意ください。
　また、訪問業者による紛らわしい勧誘があったときには、市へお問い合わせください。
【問い合わせ】　都市整備課　建築係　☎ ４８－１１１１　内線1413・1414

　先の大戦において、外地等（事変地の区域または戦地の区域）に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本
赤十字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労給付金受給者を除く）に対して、そのご労苦に報い
るため内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。

◆本人またはご家族などからの連絡をお待ちしています。

◎請求用紙は、下記のところに用意してあります。
小美玉市福祉事務所社会福祉課（玉里総合支所２階） ☎４８－１１１１　内線3224
　　　　　　〃　　　　美野里支所（四季健康館内） ☎４８－１１１１　内線4008
　　　　　　〃　　　小川支所（小川総合支所１階） ☎４８－１１１１　内線2111

【請求書類の送付・問い合わせ先】
　〒100-8926　東京都千代田区霞が関２－１－２
　　　　　　　  総務省大臣官房総務課管理室　業務担当
　☎03－5253－5182（直通）　FAX03－5253－5190

－2,000円で木造住宅の耐震診断ができます－

旧日本赤十字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ

詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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●母子保健事業

●成人保健事業

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
3 金 ハローベビー教室：妊娠編（9：15～9：30） 妊婦およびご家族 玉里保健福祉センター

7 火 10か月児相談（9：30～10：00） 美野里（平成20年７月16日～９月生） 四季健康館

8 水 ２歳児歯科健診（13：00～13：30） 美野里（平成19年４月５日～５月生） 四季健康館

17 金 ３歳児健診（13：00～13：30） 美野里（平成18年１月７日～２月生） 四季健康館

21 火 １歳６か月児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成19年11～12月生） 玉里保健福祉センター

22 水 育児相談（9：30～11：00） 乳幼児と保護者 小川保健相談センター

28 火 ４か月児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成21年2～3月生） 小川保健相談センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
6 月

子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）玉里保健福祉センター
7 火

8 水 子宮がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）小川保健相談センター

9 木 こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※要予約 玉里保健福祉センター

10 金 胃がん・大腸がん検診（7：00～9：30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）四季健康館

11 土 子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）四季健康館

13 月
乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）小川保健相談センター

特定健診、健康づくり健診、肺がん・結核検
診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査
（9：00～11：30、13：00～14：30）

申込み不要
希望者は直接健診会場へお越しください

14 火 四季健康館

15 水

14 火 子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）玉里保健福祉センター

16 木 こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※要予約 小川保健相談センター

21 火 胃がん・大腸がん検診 腹部超音波検査（7：00～9：30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）小川保健相談センター

22 水 子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）四季健康館

23 木 こころのデイケア（9：30～10：00） 希望者※要予約 四季健康館

25 土 胃がん・大腸がん検診（7：00～9：30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）小川保健相談センター

26 日 子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）小川保健相談センター

27 月
子宮がん・乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）四季健康館

28 火

30 木 こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※要予約 四季健康館

31 金 乳がん検診（12：15～13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）四季健康館

当番期間
小川・美野里地区 玉里地区
当番業者・連絡先 連絡先

7 月   4 日 ㈲長谷川設備 ☎ 46－0553

湖北水道企業団

☎ 24 － 3232

7 月   5 日 ㈱出沼興業 ☎ 58－2467
7 月 11 日 中村工業㈱ ☎ 58－3025
7 月 12 日 ㈲マツカワ設備工業 ☎ 46－2154
7 月 18 日 ㈱大健 ☎ 47－0012
7 月 19 日 ㈱大栄 ☎ 58－5851
7 月 20 日 興和工業㈱ ☎ 49－1103
7 月 25 日 亀山建設㈱ ☎ 58－2901
7 月 26 日 金藤水道工事店 ☎ 48－4440

県や国等のお知らせ

【お詫びと訂正】

※平日の漏水当番については、水道局（☎48－1111）までお問い合わせください。
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県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

「シルバー無事故無違反チャレンジ100」
参加チーム募集中！

　65歳以上の方が３人１組でチームを組み、お互いに注
意し合い励まし合いながら、100日間の無事故･無違反を目
指す「シルバー無事故無違反チャレンジ100」の参加チーム
を募集しています。
　無事故・無違反を達成したチームの中から抽選で20チー
ムに、旅行券をはじめ県産品などの賞品を贈呈します。

申込締切　６月22日（月）必着
実施期間　６月23日（火）～９月30日（水）の100日間
参加資格　県内在住の65歳以上の方（平成21年６月23
　　　　　日現在）で、運転免許（原動付二輪車を含む）
　　　　　を持っており、自動車等を日常的に運転する
　　　　　方。 
賞　　品　○達成チーム全員に達成証と達成記念品 
　　　　　○達成チームの中から抽選で20チームに賞
　　　　　　品を贈呈
　　　　　・特賞（旅行券６万円）１チーム
　　　　　・Ａ賞（旅行券３万円）５チーム
　　　　　・Ｂ賞（県産品など）12チーム
　　　　　・連続チャレンジ賞（日帰り入浴券など）昨年
　　　　　  と今年、連続参加チームの中から２チーム
　　　　　※申込用紙は、市役所地域振興課に備えてあります。

　　茨城県生活文化課　☎029－301－2842
　　　http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/

平成２１年度
湖北水道企業団企業職員採用試験
（平成22年4月1日採用予定）
受付期間　６月１日（月）～30日（火）
第１次試験　７月26日（日）
◎職種、採用予定人員および受験資格

※採用予定人員について、試験の結果によっては、採用
　枠を増やすことがあります。

受験手続　要項および受験申込書の取得は、湖北水道企
　　　　　業団ホームページ（URL http://www.kohoku.org）
　　　　　からダウンロードしてください。

　　湖北水道企業団総務課
　　　〒315－8522　石岡市田島二丁目６番４号
　　　☎24－3232

【調理師試験】
期　　日　８月６日（木）　午前９時15分集合　
試 験 場　常磐大学（水戸市見和1－430－1）
用意するもの　受験料6,400円、写真1枚、最終学校の卒業証
　　　　　明書または卒業証書の写し（原本も持参）、受
　　　　　験願書、調理従事証明書、合格通知書作成、
　　　　　その他諸費1,000円
願書受付　調理師会水戸支部において、７月１日（水）まで
　　　　　受付ます。（願書および従事証明書等は調理
　　　　　師会にあります）
　　　　　※受付時間は午前10時～午後４時
【予備講習会】
日　　時　７月21日（火）、22日（水）の２日間
　　　　　午前９時～午後４時55分　
場　　所　茨城県立健康プラザ（水戸保健所３階）
　　　　　水戸市笠原町993－2　
受 講 料　29,000円
持参するもの　調理師試験教本および参考資料（4,600円）、
　　　　　筆記用具、弁当

　　茨城県調理師連合会水戸支部
　　☎029－226－0727　

平成21年度調理師試験および予備講習会

◆常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２
　７月23日（木）　午前10時～午後３時
◆常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４
　７月28日（火）　午前10時～午後３時
※予約願います。

年金相談

問

問

問

職　種 受験資格採用予定人員
技術職
（土 木）
（電 気）
（化 学）

１名

一般職 １名

①昭和51年４月２日から昭和63年４月１日
　までに生まれた方
②下記のいずれかに該当する者に限る
ア大学において土木・土木（水道）、電気、化
　学・化学（水道）のいずれかに関する専門
　課程を履修した方または履修予定（来春
　卒業予定）の方
イ高校および専門学校において土木また
　は電気に関する科目を履修し、その後土
　木、電気または水道事業に関する実務
　経験が平成22年３月末に２年以上とな
　る方
ウ土木または電気関係以外の大学および
　高校を卒業後、土木、電気および水道事
　業に関する実務経験が平成22年３月末
　に３年以上となる方
エ第三種電気主任技術者以上の資格を有
　する方

①昭和51年４月２日から昭和63年４月１日
　までに生まれた方
②下記のいずれかに該当する者に限る
ア大学卒業以上（来春卒業予定を含む）の方
イ高校卒業以上の方で、一般事務に関す
　る簿記やコンピュータ、情報処理などの
　資格を有する方
ウ高校卒業以上の方で、有資格者の下で
　簿記やコンピュータ、情報処理などの実
　務経験が平成22年３月末に２年以上と
　なる方
エ高校卒業以上の方で、一般事務の実務
　経験が、平成22年３月末に４年以上とな
　る方

【お詫びと訂正】【お詫びと訂正】
　医療保険課から国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方に郵送しました「人間ドック・脳ドック健診の
ご案内」（健康診査受診券に同封）の中で、（財）茨城県メディカルセンターの電話番号に誤りがありました。ここに
訂正し、お詫びいたします。

（財）茨城県メディカルセンター　　☎０２９－２４３－１１１１
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6月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

7月
日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

7

14

21

28

6

13

20

27

　

5

12

19

26

小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

開
館
時
間

＊■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。

＊■は美野里公民館図書室の休館日です。

＊■は全館の休館日です。

＊■は小川図書館の休館日です。

Library information

6
月
・
7
月
の

お
は
な
し
会

6
月
・
7
月
の

お
は
な
し
会

6
月
・
7
月
の

お
は
な
し
会

6
月
・
7
月
の

お
は
な
し
会

・  6 月27日（土） 午前10時30分～ 
・  7 月11日（土） 午前10時30分～
・  7 月25日（土） 午前10時30分～  

10：00～10：30

10：50～11：40

13：30～14：10

14：30～15：00

15：20～15：50

16：10～16：40

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

◆Aコース（第１・第３木曜日）６月18日 ７月２日・16日 6月25日 ７月９日・23日◆Bコース（第２・第４木曜日）

＜小川図書館蔵書点検およびふれあい号運休のお知らせ＞
　小川図書館は蔵書点検のため下記の期間休館します。蔵書点検中は移動図書館ふれあい号も運休とな
ります。ご不便をおかけしますがご了承ください。よろしくお願いします。
　点検期間　６月２日（火）～14日（日）
　＊６月４日・11日の移動図書館ふれあい号の巡回はありません。

【茨城県立図書館巡回展示】
　「輝く茨城の先人たち」パネル展のお知らせ
　江戸時代以降に活躍した茨城県ゆかりの人物41人を紹介したパ
ネル展です。先人の功績や生き方を紹介しており、この41人の中に
は小美玉市出身の幡谷仙三郎や本間玄調も選ばれています。
　子どもたちにもわかりやすい内容となっておりますので、ぜひご覧
ください。
日　時　６月18日（木）～23日（火）　＊月曜日は休館です
場　所　小美玉市生涯学習センターコスモス（展示ホール）

　左記のパネル展示は茨城県が作
成した冊子「輝く茨城の先人たち」が
もとになっています。
　茨城の発展に貢献した人物の子ど
も時代のエピソードやゆかりの品々
などの写真が紹介されています。
　この冊子は図書館で貸し出しして
いますので、あわせて読んでみてくだ
さい。

清風台団地中央公園

ケアハウス「ほうせんか」駐車場

北浦団地公民館前

羽鳥駅ふれあいセンター前

エコス美野里店駐車場

10：00～10：50

11：10～11：40

13：30～14：20

14：40～15：20

15：40～16：30

セブンイレブン小川与沢店駐車場

ハートワン小川駐車場

エコス小川店駐車場

にわのストアー前駐車場

小美玉市玉里総合支所駐車場

ショッピングモールアスタ駐車場 

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・ 6 月13日（土） 午前10時30分～　・ 7 月11日（土） 午前10時30分～ 

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　1階　和室

・ 6 月27日（土） 午前11時～　・ 7 月25日（土） 午前11時～  

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

〈移動図書館ふれあい号運行予定表〉
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　毎年６月から８月にかけて水難事故が多く発生しています。
　この時期は、農作業が盛んになり、用水路やため池などの水量が
通常よりも多くなっていたり、台風や集中豪雨が多発する季節です。
　痛ましい事故を防ぐため、次のことに注意しましょう。

《水の事故をおこさないために》
　●川や池、用水路などで遊んでいる子どもたちを見かけたら声をかけて注意し、地域ぐるみで子どもを守り
　　ましょう。
　●子どもが個人やグループで水遊びに出掛けるときは、必ず大人が同行しましょう。
　●河川等でキャンプをするときは、危険のない所を選ぶとともに急な天候の変化に注意しましょう。
　●雨の降った後は、増水の恐れがあるので、河川や用水路には近づかないようにしましょう。特に、自分がい
　　る場所では晴れているにもかかわらず、上流で集中豪雨（ゲリラ豪雨）が発生し、急激に増水する可能性
　　がありますので注意が必要です。

《事故がおこってしまったら》
　●大声で周囲の人に助けを求めてください。人が集まれば、通報や救助を分担して行うことができます。
　●溺れている人は陸上から助けるのが基本です。浮輪等があれば近くに投げ入れ、棒があれば差し伸べて
　　つかまらせてください。
　●二重災害の危険がありますので、泳いで助けに行くのは避けてください。ほかに方法がなく、どうしても水
　　に入らなければなれないときは、空ペットボトルや板等救助器具の代わりになるもの用いて自分自身の
　　安全を確保し行動してください。
　●溺れた人を救出できたら、まず、意識を確認し、意識がなければ気道を確保してください。次に呼吸を確認
　　し、呼吸がなければ心肺蘇生を行ってください。

※心肺蘇生法については毎月講習会を行っていますので、お近くの消防署にお尋ねください。

※防火教室および救急講習会等については、随時各消防署にお
　いて受付を行っていますので、受講希望者は下記までご連絡
　ください。

　　◇小川消防署　　☎５８－４６１１
　　◇美野里消防署　☎４８－２２６６
　　◇玉里消防署　　☎５８－０５５５

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成21年
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分

火　　災

救　　急

４月中 累　計

2

113

73

17

12

11

7

552

372

70

44

66

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311－3423　小美玉市小川 43－2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０

【問い合わせ】

連
絡
先

毎日使用しているトイレ。でも何気なく水を流していませんか。使用にあ
わせて「大」「小」使い分けをしましょう。せっかくあるものですから、上手
に使い分けしましょう。

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～水を大切に～
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休日診療当番医(外科) 緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

6月21日・28日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

6月20日・21日・27日・28日
◆受付　午後７時～10時30分

休 日

夜 間

6月 後半6月 後半6月 後半

(　　）は前月比

6月 後半6月 後半6月 後半
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

21

28

  外　　　科

石岡市医師会病院

石岡循環器科脳神経外科病院

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありました
ら、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。 ※は弁護士が相談に応じます。
事前にご予約ください。

7月 1日
午後1時30分～4時30分

7月 8日
午後1時～4時

7月15日
午後1時～4時

7月22日
午後1時30分～4時30分

　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

（石岡市）

（小美玉市）

☎（22）4321

☎（58）5211

市長と直接お話をしてみませんか？

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※電話でご予約のうえ、おいでください。

と　き　6月23日（火）午前10時～正午
ところ　市役所1階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

対話の日対話の日対話の日人権相談
人権問題等でお困りのことがありましたら、お気軽
にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じま
す。相談は無料で、秘密は守られます。

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）社会福祉係
☎48－1111　内線3224

午前10時～午後３時

7月10日（金） 小川保健相談センター

7月  8日

7月16日

7月16日

午後１時30分～３時30分
小川総合支所１階　会議室
中島庸夫　相談委員
午後１時～３時
小美玉市役所１階　相談室
石﨑　渡　相談委員
午後２時～４時
玉里総合支所２階　相談室
長谷川光男　相談委員

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

６月の納税・納付
・市県民税　第１期分・全期

・国民健康保険税　第２期分（暫定）

・介護保険料　第２期分（暫定）

（※納期限は、6月30日です。）

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,927人（＋13）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,781人（－５）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,146人（＋18）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,537戸（＋１）

人口と世帯数 （平成21年5月1日現在）

の給付をよそおった
  にご注意ください！

の給付をよそおった
  にご注意ください！

・小美玉市役所　秘書広聴課　☎４８－１１１１
・石岡警察署　生活安全課　　☎２８－０１１０
・警察相談電話　　　　　　　☎＃９１１０

次回お知らせ版 7月号の発行日は 6月25日（木）です。 この広報紙は、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　 ☎ 0299－ 48－1111　内線1221




